
（1） 2024 年 3 月 5 日（毎月 1 回 5 日発行） 埼　玉　保　険　医　新　聞 （1976 年 1 月 7 日第三種郵便物認可） 第 617 号

個別指導に弁護士が帯同できます

を
算
定
す
る
（
表
３
）。

施
設
基
準

　
外
来
環
が
廃
止
さ
れ
、
医

療
安
全
管
理
対
策
の
取
り
組

み
に
関
す
る
歯
科
外
来
診
療

医
療
安
全
対
策
加
算
と
、
院

内
感
染
防
止
対
策
の
取
り
組

み
に
関
す
る
歯
科
外
来
診
療

感
染
対
策
加
算
が
新
設
さ
れ

た
。
い
ず
れ
も
施
設
基
準
が

設
け
ら
れ
る
。

　
か
強
診
は
、
名
称
が
「
小

児
口
腔
機
能
管
理
料
の
注
３

に
規
定
す
る
口
腔
管
理
体
制

強
化
加
算
」に
変
更
さ
れ
た
。

施
設
基
準
要
件
に
は
、
口
腔

機
能
管
理
に
関
す
る
実
績
が

追
加
さ
れ
る
。（

三
面
に
続
く
）

　
二
月
三
日
、
協
会
は
埼
玉

弁
護
士
会
、
日
本
弁
護
士
連

合
会
と
共
催
で
第
二
回
市
民

学
習
会
「
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制

度
を
再
考
す
る
」
を
開
催
し

た
。
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
そ

の
も
の
が
も
つ
問
題
点
や
マ

イ
ナ
ン
バ
ー
の
利
用
拡
大
に

よ
り
生
じ
る
人
権
侵
害
の
可

能
性
を
市
民
ら
と
共
有
し
、

政
府
が
か
わ
ら
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
こ
と
を
呼
び
か
け

た
。（
五
面
に
続
く
）

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
を

再
考
す
る
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２
面
…
論
壇「
今
回
の
診
療
報
酬
改

定
を
読
み
解
く
」

３
面
…
医
科
・
歯
科
診
療
報
酬
改
定
情
報

４
面
…
保
険
証
を
残
す
取
り
組
み

６
面
…
不
動
産
登
記
の
義
務
化
に
つ
い
て

７
面
…
笹
井
指
導
医
療
官
の
暴
言
に

対
す
る
厚
労
省
要
請

主な記事

笹
井
指
導
医
療
官
の
問
題
発

言
を
厚
労
省
に
抗
議
・
要
請

  

中
医
協
は
二
月
十
四
日
、

六
月
一
日
実
施
の
診
療
報
酬

改
定
に
つ
い
て
、
各
項
目
の

点
数
を
答
申
し
た
。

　
診
療
報
酬
本
体
の
改
定

率
は
全
体
で
＋
〇
・
四
六
％

　
歯
科
指
導
医
療
官
の
笹
井

義
宣
氏
が
、
赴
任
地
の
神
奈

川
県
で
二
三
年
八
月
に
実
施

さ
れ
た
集
団
的
個
別
指
導
に

て
、
九
三
年
に
富
山
県
で
起

き
た
保
険
医
自
殺
事
件
に
言

及
。「
行
政
側
に
問
題
は
な

い
」
と
事
実
を
歪
め
る
発
言

な
ど
を
し
た
。

　
こ
の
発
言
に
対
し
保
団

連
、
神
奈
川
協
会
、
埼
玉
協

会
は
一
月
十
八
日
に
厚
労
省

に
抗
議
お
よ
び
是
正
要
請
を

行
っ
た
。
埼
玉
協
会
か
ら
、

山
崎
利
彦
理
事
長
と
事
務
局

が
参
加
し
た
。（

七
面
に
続
く
）

（
四
〇
歳
未
満
の
勤
務
医
師
・

歯
科
医
師
、
事
務
職
員
、
歯

科
技
工
所
等
の
従
事
者
の
賃

上
げ
分
＋
〇
・
二
八
％
程
度

含
む
）。
診
療
科
別
で
は
、

医
科
は
＋
〇
・
五
二
％
、
歯

科
は
＋
〇
・
五
七
％
だ
が
、

ほ
と
ん
ど
が
賃
上
げ
と
医
療

Ｄ
Ｘ
関
連
に
費
や
さ
れ
て
い

る
。
賃
上
げ
は
、
療
養
の
給

付
と
は
関
係
な
い
。
新
設
さ

れ
た
ベ
ー
ス
ア
ッ
プ
評
価
料

は
賃
金
を
一
定
水
準
引
き
上

げ
る
こ
と
が
要
件
で
、
そ
も

そ
も
、
人
的
コ
ス
ト
を
軽
視

し
、
診
療
報
酬
本
体
に
評
価

続報

全県配布
本
号
は
会
員
お
よ
び
未

入
会
員
の
方
に
も
配
布

し
て
い
ま
す
。

※
未
入
会
員
の
先
生
方
に
お

か
れ
ま
し
て
は
、
こ
の
新

聞
ご
送
付
に
際
し
、
関
東

信
越
厚
生
局
で
開
示
さ
れ

た
デ
ー
タ
を
元
に
送
付
し

て
い
ま
す
。

全県配布

  

医
療
Ｄ
Ｘ
の
推
進
策
と
し

て
、
二
つ
の
加
算
が
設
け
ら

れ
た
。

　
医
療
情
報
取
得
加
算
は
、

オ
ン
ラ
イ
ン
資
格
確
認
に
よ

り
、
患
者
の
診
療
情
報
等
を

取
得
し
た
上
で
診
療
を
行
っ

た
場
合
に
算
定
す
る
現
在
の

「
医
療
情
報
・
シ
ス
テ
ム
基

盤
整
備
体
制
充
実
加
算
」
を

再
編
し
た
点
数
で
あ
る
。

　
医
療
Ｄ
Ｘ
推
進
体
制
整
備

加
算
は
、
オ
ン
ラ
イ
ン
資
格

確
認
等
シ
ス
テ
ム
、
電
子
カ

ル
テ
情
報
共
有
サ
ー
ビ
ス
及

び
電
子
処
方
箋
に
よ
り
得
ら

れ
る
情
報
を
活
用
し
た
「
質

の
高
い
医
療
」
を
評
価
す
る

初
診
料
の
加
算
と
し
て
新
設

さ
れ
た
。

　「
質
の
高
い
医
療
」
は
電

子
化
に
よ
ら
な
け
れ
ば
で
き

な
い
と
い
う
根
拠
は
な
く
、

電
子
化
の
有
無
で
分
断
を
図

ろ
う
と
し
て
い
る
。

初
・
再
診
料

　
初
診
料
は
三
点
引
き
上
げ

ら
れ
て
二
九
一
点
、
再
診
料

は
二
点
引
き
上
げ
ら
れ
て

七
五
点
と
な
っ
た
。
ま
た
、

感
染
症
対
策
と
し
て
、
感
染

症
対
策
向
上
加
算
に
加
算
が

新
設
さ
れ
た
（
表
１
）。

高
血
圧
、
糖
尿
病
、

脂
質
異
常
症
の
生

活
習
慣
病
管
理
料

誘
導
は
現
場
無
視

　
特
定
疾
患
療
養
管
理
料
の

対
象
か
ら
生
活
習
慣
病
管
理

料
の
対
象
疾
患
で
あ
る
高
血

圧
症
、
糖
尿
病
、
脂
質
異
常

症
（
遺
伝
性
疾
患
を
除
く
）

を
除
外
し
、
同
管
理
料
に
誘

導
す
る
形
を
と
っ
て
い
る
。

　
こ
れ
に
伴
い
、
従
来
の
医

学
管
理
料
、
検
査
、
注
射
な

ど
を
包
括
す
る
疾
患
ご
と
の

生
活
習
慣
病
管
理
料
は
、
外

来
管
理
加
算
を
包
括
し
「
生

活
習
慣
病
管
理
料
（
Ⅰ
）」

に
再
編
さ
れ
た
。

　
ま
た
、
三
疾
患
に
関
係
な

く
検
査
、
注
射
な
ど
は
別
に

算
定
で
き
る
生
活
習
慣
病

管
理
料
（
Ⅱ
）（
月
一
回
、

三
三
三
点
）
が
新
設
さ
れ
た

（
表
２
）。「（
Ⅰ
）」
同
様
、

外
来
管
理
加
算
や
多
く
の
医

学
管
理
料
が
含
ま
れ
、
療
養

計
画
書
の
策
定
・
説
明
が
必

要
と
な
る
。

　
さ
ら
に
、
リ
フ
ィ
ル
処
方

箋
に
対
応
し
、
受
診
期
間
を

減
ら
す
こ
と
も
加
味
さ
れ

た
。
病
状
に
よ
り
月
二
回
の

管
理
が
必
要
な
患
者
に
は
、

大
減
算
と
な
る
。「
名
目
が

変
わ
る
だ
け
」
で
は
な
い
。

内
科
医
療
機
関
に
と
っ
て
大

き
な
打
撃
と
な
る
。

（
三
面
に
続
く
）

初
・
再
診
料

　
歯
初
診
の
届
出
医
療
機
関

は
、
初
診
料
が
三
点
、
再
診

料
が
二
点
、
そ
れ
ぞ
れ
引
き

上
げ
ら
れ
た
。
な
お
、
歯
初

診
の
施
設
基
準
は
変
更
が
な

い
見
込
み
。

在
宅
医
療

　
歯
科
訪
問
診
療
料
は
、
同

一
建
物
で
同
日
に
診
療
を
行

尾
崎
康
埼
玉
弁
護
士
会
会
長

医
療
Ｄ
Ｘ
推
進
策
と
し
て
加
算
新
設

医
科
医
科

特
定
疾
患
療
養
管
理
料
か
ら
高
血
圧
、

糖
尿
病
、
脂
質
異
常
症
を
除
外

歯
科
歯
科

2024年診療報酬改定 中医協答申

う
患
者
の
人
数
が
細
分
化
さ

れ
た
。
訪
問
診
療
５
は
、
従

来
の
訪
問
診
療
３
の
半
分
程

度
の
点
数
と
な
っ
て
お
り
、

訪
問
診
療
に
力
を
入
れ
て
い

る
医
療
機
関
へ
の
影
響
は
少

な
く
な
い
。

　
診
療
時
間
が
二
〇
分
未
満

の
場
合
の
取
扱
い
は
、
訪
問

診
療
１
で
廃
止
さ
れ
た
た

め
、
診
療
時
間
に
か
か
わ

ら
ず
所
定
点
数
を
算
定
で
き

る
。
訪
問
診
療
２
と
３
は
所

定
点
数
の
七
割
、
訪
問
診
療

４
と
５
は
所
定
点
数
の
六
割

保団連大会

組織拡大医科部門でＷ受賞
組織率上昇1位、会員増加数2位

表
彰
状
を
手
に
す
る
大
会

代
表
ら

　
一
月
二
十
七
日
、
保
団
連
大
会

で
の
二
〇
二
三
年
組
織
拡
大
表
彰

に
お
い
て
、
埼
玉
協
会
は
医
科
の

二
部
門
で
入
賞
、
組
織
率
上
昇
一

位
、
開
業
医
会
員
増
加
数
で
二
位

と
な
っ
た
。
医
科
の
組
織
率
上
昇

一
位
は
昨
年
に
引
き
続
き
二
年

連
続
で
の
入
賞
と
な
っ
た
。
年

間
で
一
九
人
増
で
医
科
会
員
は

二
一
一
八
人
。（
保
団
連
大
会
関

連
記
事
二
面
、
会
員
数
の
推
移

一
一
面
）

市民
学習会

し
て
い
な
い
こ
と
が
問
題
で

あ
る
。

　
各
点
数
項
目
の
確
定
点
数

や
施
設
基
準
、
具
体
的
な
算

定
方
法
は
三
月
上
旬
に
出
さ

れ
る
「
告
示
・
通
知
」
に
委

ね
ら
れ
る
。
診
療
報
酬
改
定

情
報
は
協
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

に
掲
載
し
て
い
る
の
で
、
ご

覧
い
た
だ
き
た
い
。

　
協
会
は
医
療
Ｄ
Ｘ
改
定
に

対
応
す
る
た
め
、
三
月
下
旬

か
ら
の
県
内
四
カ
所
の
会
場

と
四
月
十
日
か
ら
の
動
画
配

信
と
の
二
つ
の
方
法
に
よ
る

特
別
体
制
で
新
点
数
説
明
会

を
開
催
す
る
。（
一
二
面
）

材
料
、物
価
、人
件
費
高
騰
に
追
い
つ
か
ず

地
域
医
療
を
矮
小
化


